
筑北村協働事業支援金の交付を希望する団体を募集します 

 

 筑北村協働事業支援金は、区・常会・地域おこし団体が自らの知恵と工夫により協働で自主的、主体的に取り

組む、地域の活力を生み出す発展性のある事業に対して１０万円を限度として支援金を交付する制度です。 

 「地域をもっとよくしたい」「こんな活動をしてみたい」など、地域づくりに協働事業支援金を活用してみませ

んか。 

【協働事業支援金について】 

1.締切期日 申請は随時受け付けておりますが、申請された事業の可否を決定する選定委

員会が年 2 回（５月、８月）開催されます。 

2.支援対象団体 （１） 区及び常会 

（２） 地域おこし団体（現に活動を行っている。または、活動体制が整って

いること。） 

3.申請方法 下記必要書類を、役場企画財政課窓口にてご提出ください。 

1.「筑北村協働事業支援金事業計画書兼交付申請書」 

2.「実施計画書（位置図、見取図、設計図等）」 

3.「団体規則及び構成員名簿（※区、常会の場合は不要です）」 

4.「事業費内訳書」 

5.「現況写真」 

6.「見積書（※税込金額が 5 万円を超える場合は、2 者以上の見積書が必要）」 

7.「その他参考資料（カタログ等）」 

申請様式等は、役場企画財政課窓口又は、筑北村ホームページ「協働事業支援

金について」からダウンロードが可能です。 

4.補助率 10 分の 10 以内 

 

①  
ただし同一事業を複

数年で実施する場合 

補助率は下記のとおりとします。 

  ２年目 2/3 以内 

  ３年目 1/2 以内 

※ただし事業の目的又は期待される効果が、特に発展性があり、他のモデルと

なり得ると認められる事業は、補助率を１０分の１０以内で支援する場合があ

ります。 

②  

ただし備品※に関す

る補助率は右の率を

適用 

対象の可否は目的や内容を踏まえ判断します。 

購入が目的のもの、汎用性のあるものは対象外です。 

1/2 以内 

5.年間の申請回数等 

支援金の採択を受けた事業は、同じ年度内に再び申請することはできません。

また、同一団体による一年度内に支援金を受けることができる回数は、２回ま

でとします。 

6.申請等年間スケジュール 令和 7 年度は、4 月 25 日（金）、７月 25 日（金）を締切日とします。 

 ※１．１事業あたりの支援金上限額は、10 万円です。 

 ※２．事業採択の可否は、５月、８月の選定委員会で審査、決定します。 

 ※３．表中の「備品」は、その性質又は形状を変えることなく１年以上にわたって使用に耐えられる物で、１個又

は１組の取得価格が５千円以上の物品とします。 



＜同一事業の複数年度の実施例＞ 

◎地区内の法定外公共物（いわゆる赤線）の舗装を住民のおてんまで実施する場合 

3 年間で 36 万円の事業費（各年度の事業費は 12 万円で計画） 

※事業費は均等でなくてもかまいません。 

 １年目 

補助率 10/10 

２年目 

補助率 2/3 

３年目 

補助率 1/2 
合 計 

事 業 費 120,000 円 120,000 円 120,000 円 360,000 円 

支 援 金 額 100,000 円 80,000 円 60,000 円 240,000 円 

自 主 財 源 20,000 円 40,000 円 60,000 円 120,000 円 

令和６年度支援事業一覧 

団体名 事業名 事業内容 支援金額 

東条１区 

河鹿沢常会 
河鹿沢線沿道整備 

道路に張り出した枝等の除去等を行なうことで、環境美化と生

活の安全を図った。 
100,000 円 

東条１区 

立川常会 

集落ゴミステーション周

り改修 

ゴミステーション周りへの砕石・固まる土の敷き込みを行なう

ことで、入口の段差及びぬかるみの解消を図った。 
22,260 円 

聖南町区 
伝統文化（獅子舞他）継

承・交流事業 

地域の伝統文化として永きに渡り継承されてきた聖南町区（永

盛社）の獅子舞を後世に伝承し、多世代に渡る活動の輪を広げ

るため、北海道鷹栖町の北野神社奉納獅子舞との交流活動を行

なった。 

100,000 円 

中安坂区 

草湯常会 

草湯公民館照明ＬＥＤ交

換工事 

公民館既存照明器具の経年劣化に伴い、不具合やカバー汚れ等

で照明効率が悪いため、ＬＥＤ照明器具に交換し、照明効率の

改善を図った。 

24,750 円 

上永井区 

永井中村常会 

永井中村常会公民館修繕

事業 

公民館小部屋の畳下の床板及び根太、補強材等の経年劣化が激

しいため、床下の防湿処理も含め床材を張替え、公民館利用の

利便性を図った。 

75,350 円 

向原区 

向原分館 
Ｕ字溝への蓋設置事業 

向原消防詰所前のＵ字溝へコンクリートの蓋を設置すること

により、土手での植樹、花壇整備作業の安全化を図った。 
100,000 円 

上永井区 

玉根常会 
玉根公民館床改修事業 

公民館広間の床板及び根太が腐蝕し床が落ちる状態となって

いるため、床板及び根太、一部畳の張替えを行い、公民館使用

の安全化を図った。 

30,520 円 

東条２区 

八木常会 

八木公民館付属灯油タン

ク用防油堤の改修 

公民館の屋外灯油タンクの金属製防油堤が経年劣化による腐

食で、本来の安全機能を果たせていないため、金属製防油堤を

撤去し、コンクリートブロックにて防油堤を構築して改修を行

なった。 

93,500 円 

西条区 

西条中町常会 
集会所環境整備事業 

高齢化が進み、集会所周辺の草刈り等への参加者が減少する中

で環境を維持することが難しくなってきたため、集会所周辺へ

防草シートを敷設することで、雑草を抑制し、維持活動の効率

化を図った。 

39,600 円 

◎対象経費や申請の仕方など、ご不明な点は、お気軽に企画財政課（℡66-2111）まで 

お気軽にお問合せください。 


